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第三節 特許戦略の実態とMNE理 論の限界

第一項 ライセンス協定の実態とMNE理 論の限界

多国籍企業による技術管理戦略 として,最 新特許技術 を非関連組織へ とライ

センシングす るといった特許戦略の存在 とそめ実効性を認めるならば,MNE

理論の主張する 「知識の消散 リスク」について,我 々は一体 どのように理解す

べ きであるのか。

この問題に対 して,本 稿では以下の二種類の可能性を提示することとした。

すなわち,そ うした特許戦略が行われた場合でも,多 国籍企業による何ちかの

操作によって 「知識の消散 リスク」が回避されるとする可能性 と,「知識の消

散 リスク」 とい う観点か らは,も はや多国籍企業による特許戦略 を理解 し得な

いとする可能性の二種類である。そ して,こ れら二種類の可能性が意味 しよう

とするものは,い ずれも"MNE理 論の否定する特許戦略"の 存在及びその実

効性の正当化であり,"MNE理 論の限界"に 他ならない。

先ず,多 国籍企業 自身による何 らかの操作によって,「 知識の消散 リスク」

が回避 される可 能性 を実証す る事例 と して,本 項で は 「ライセ ンス協定

(LicenseAgreement)」 の実態について取 り上げることとしたい。具体的な

内容として,「特許実施許諾契約における各種制限(条 項)ま たは実施慣行1)」

の戦略的運用の実態を明らかにすることで,最 新特許技術 を非関連組織へ とラ

イセンシングする際に発生する 「知識の消散 リスク」を,多 国籍企業が独力で

回避 し得る可能性について考察を行 うこととする。

村上政博氏 によると,米 国における代表的な制限条項 ・実施慣行 としては,

以下の14種類が挙げられるとしている2)(表20参 照)。また,前 出のフレームは,

この他にもライセ ンス技術への品質チェックの強制や利用分野の制限,適 正な

利用を監視するための経営参加,契 約期間満了後の当該技術利用の禁止 などを

1)村 上,前 掲 書,弘 文 堂,1998年,140頁 。

2)同 上,第4章,参 照 。
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表20米 国の代表的な制限条項・実施慣行の内容とライセンス規制

125

名 称 内 容 ライセ ンス規制

地域制限 ライセンシーに対 して製造 ・販売する特許製品の地域

を指定(限 定)す ること。

購買者の再販売を除き、米国特許

法261条 により合法。

用途制限 ライセンシーに対 して製造する特許製品の用途を指定

(限定)す ること。

米国特許法261条 により合法。

販売価格制限 ライセンシーに対 して特許製品の販売価格を制限する

こと。

複数のライセンシーへの制限は、

カルテル規制の観点から違法。

数量制限 ライセンシーに対 して特許製品の数量を制限す るこ

と。

複数のライセンシーへの制限は、

カルテル規制の観点から違法。

再販売価格制限 ライセ ンシーに対 してライセンシーか らの購入者(卸

売業者 ・小売業者)の 販売価格を制限・指示するよう

義務付けること。

1911年以降、独占禁止法の違法行

為。

抱 き 合 わ せ

(tle-in)

① ライセンシーに対 して特許製品の製造にあた り、特

許でカバーされない原材料 ・部品をライセ ンサー等か

ら購入 し使用することを義務付けること、②ライセン

シーに対し、特許製品の販売(賃 貸)に 際 して、特許

製品の購入者(賃 借人)に 対して特許でカバーされな

い他製品を購入することを義務付けること。

品質維持や商標の使用許諾 を伴う

ケースを除き、違法。

差別ロイヤルティ 同一用途向け特許実施許諾において、異なるロイヤル

ティを各ライセンシーに請求すること。

相当程度以上の差別的請求には、

ロビンソン ・バ ットマ ン法の違法

行為。

グ ラ ン ト・バ ッ ク

(grantback)

特許の実施許諾において、ライセンシーに対 して、ラ

イセンシーが実施許諾契約後に一定範囲について行っ

た発明に関する権利をライセ ンサーに譲渡するか、ま

たは実施許諾することを義務付けること。

改良発明以外にも対象範囲を広 げ

た場合、違法。

競争品の取扱い禁

止(tie-in)

ライセンシーに対 し、特許製品と競争関係にある製品

を整備 し、使用し、または販売することを禁止するこ

と。また、製法特許の場合には、特許技術 と競争する

製法技術の使用を禁止すること。

ライセ ンサーのロイヤルティ確保

に関する例外的なケースを除き、

違法。

不浄義務 ライセンシーに実施許諾 された特許権の有効性につい

て争わない義務を課すこと。

1969年 以降、無効 とされ、ライセ

ンシーは不浄義務を負わない。

一括実施許諾 ある特許の実施許諾を、他の特許の実施許諾を受ける

ことを条件 として行うこと。

ライセ ンシーの意思に反 して強制

するケースを除き、合法。

ロイヤルティ算定

方法

特許製品及び関連する非特許製品の総販売金額に基づ

いて、ロイヤルティを算定する方法。

ライセンサ「・ライセンシー両者の

便宜のために採用 される場合、合

法。

排他的実施許諾 ライセンサーが排他的実施許諾 を行うこと。 合法。

製法特許による製品

の販売方法の制限

ライセンシーに対し、製法特許によって製造された製

品の販売方法を制限すること。

合法。

(出所)村 上政博 『特 許 ・ライセ ンスの 日米比較(第 二版)』弘文堂,1998年,141～170頁 、よ り筆者作 成。
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「制限条項(Restrictions>」 の具体的な内容 として挙げている3)。

表20の 内容を見ると,こ うした制限条項 ・実施慣行が実際に運用されるなら

ば,確 かにMNE理 論の懸念する 「知識の消散リスク」 は減少するものと考え

ることがで きる。なぜならば,ラ イセンス協定の中でこうした制限条項 ・実施

慣行 をライセンシーに課す ことによって,ラ イセンサーはライセンシーの行動

の一部を合法的に監視 ・規制 し,ラ イセンス契約内容の遵守をある程度厳格 に

義務付けることが可能 となるからである。つまり,こ の場合には当然,ラ イセ

ンサーの不利益 と成 り得る可能性,す なわち 「知識の消散 リスク」の可能性は

極力低減されるように図 られる,と 考えることができるのである。

では,こ うした制限条項 ・実施慣行の実際の利用状況について見てみ よう。

ベルティン&ワ イアッ ト(G .Y.Bertin&S.Wyatt)は,国 別 ・産業別による

多国籍企業の各制限条項 ・実施慣行の運用状況を,表21の 内容にまとめている。

同表によると,国 籍あるいは産業を問わず,各 国の多国籍企業が制限条項 ・実

施慣行 を多用 している状況が理解できよう。つまり,現 実の多国籍企業は,自

らのライセンサーとしての利益 を最大化 し,「知識の消散リスク」 といった不

利益を最小化するために,ま さにこうした制限条項 ・実施慣行を一般的に多用

しているのである。

しかしなが ら,こ うした制限条項 ・実施慣行の運用事実のみで,特 許戦略か

ら 「知識の消散 リスク」が完全に回避される,と 結論付 けることはできない。

なぜならば,多 国籍企業によるこうした制限条項 ・実施慣行の行 き過ぎた強制

は,独 占禁止法等に依拠 した 「ライセ ンス規制」によって厳 しく禁止されてい

るか らである。この点に関 しては,前 出のキンドルバーガーの指摘が思い出さ

れよう。

「……特許や産業上の秘密が ,ラ イセ ンスによって適切 に守 られるかどうか,

あるいは契約満期の際にライセンスを与えた側にとってもはや秘密が秘密でな

くなっているといった事態が起 こらないか,ま たライセンスを受けた者が,別

3)Frame,(1983),op.cit.,pp.116-117.ま た は,林,前 掲 稿,井 沢 ・桑 名 ・林 共 著,

前 掲 書,税 務 経 理 協 会,1984年,99頁,も 参 照 の こ と。
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表21国 別 ・産業別に見た多国籍企業が自社の特許技術をライセンシングする際の
制限条項の種類とその割合

(単位:%)

制 限 条 項 総計

国 別 産 業 別

米国 欧州 日本 医薬
その他

の化学

エ レク

トロニ

クス

機械 自動車
資 源

ベース

ライセンシーヘノウハウを追加供

給すること
58.1 57.9 60.0 60.0 69.1 52.8 74.1 40.0 36.7 66.6

料金やロイヤルティの再徴収 46.3 54.6 33.3 51.4 56.4 44.0 44.7 48.3 45.7 51.2

ライセンシーによる改良特許をラ

イセンサーへ逆供与させる権利
42.9 37.4 50.1 34.3 32.7 30.4 65.9 30.0 23.3 712

訓練やR&D活 動の制限 39.8 38.7 40.6 40.0 23.6 36.8 32.4 35.0 10.0 512

開発特許の相互供与 31.7 30.4 33.3 34.3 20.0 30.4 47.8 21.7 16.7 35.6

輸出の地域的制限 29.3 21.3 33.3 48.6 27.3 22.4 56.7 21.7 3.3 24.4

購買、生産、販売の制限 16.5 13.6 17.8 25.7 16.4 12.8 23.3 16.7 3.3 24.4

その他 4.6 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 17.8

(出 所)G.Y.BertinandS.Wyatt,(1988),MultinationalsandIndztstrialProperty,HumanityPress

Internationa1,p!75.

の市場で競争をいどんで くる恐れはないのか 一 この可能性に対 しては契約

で防止策を講 じることは違法であるが,株 式所有 を通 じてなら防止で きる

一 といった問題である4)。」

MNE理 論によれば,FDIの ようにライセンシーの行動を全て 「支配」 しな

い限 り,ラ イセンサーは 「知識の消散 リスク」を完全 に回避することは不可能

である,と 考えられている。そ して,法 理論的には,制 限条項 ・実施慣行によ

ってライセンサーがライセンシーを 「支配」することは,完 全な違法行為 とし

て位置付けられている。 とすれば,制 限条項 ・実施慣行の運用によって,多 国

籍企業が特許戦略を行った場合に 「知識の消散 リスク」が完全 に回避されると

考えることは,や はり困難である。

しか し,こ こに興味深いデータが存在する。表22は,1980年 から85年 にかけ

て届出されたライセ ンシングの 「国際契約」について,我 が国の公正取引委員

会が,独 占禁止法に違反する恐れがあるとして 「是正指導」を行った取引の内

4)Kindleberger,(1969),op.cit.,pp.17-18.(邦 訳,34頁)。 下 線 部 筆 者 加 筆 。
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容を分類 したものである5)。この場合,ラ イセンサー側は外国多国籍企業であ

り,ラ イセ ンシー側は日本企業であると解 される。そして,同 表からは,ラ イ

センシング契約における技術導入企業(コ 主に外国多国籍企業を親会社にもつ

日本子会社)へ の不公正な取引実態を理解することができるのだが,そ の具体

的な内容として,「グラン ト・バ ック(grantback)」 に代表される各制限条項 ・

実施慣行の存在を確認 し得るのである6)。

表22公 正取引委員会による国際契約指導状況

年度
指導内容

技 術 導 入

1980 1981 1982 1983 1984 1985

不
公
正
な
取引

方法

改 良技 術に関す る制 限(グ ラ ン ト・バ ック) 140 51 55 66 63 49

競争品の取扱い等に関する制限 32 36 56 29 43 37

原材料・部品等の購入先に関する制限 4 2 3 2 4 5

販売先の制限 33 6 9 5 0 1

再販売価格の制限 15 3 5 1 1 2

対価の過当徴収 8 0 0 0 1 0

品質の制限 10 4 1 0 0 0

並行輸入の阻止 0 0 3 3 4 1

不当な解約条件 2 2 5 0 2 0

その他の制限 19 18 33 25 25 11

不当な取引制限 0 0 0 0 0 0

指導事項総計 263 122 170 131 143 106

指導契約件数 200 101 141 116 117 89

(出所)村 上,前 掲書,弘 文堂,1998年,199頁 。

つまり,現 実の多国籍企業は,違 法行為であることを十分理解 しつつも,実

際には制限条項 ・実施慣行を不当に運用することで,常 に自らのライセンサー

としての立場 をより有利 な方向へ と導 くよう試みている,と いうことである7)。

そして,そ のことは,現 実の多国籍企業がこうした制限条項 ・実施慣行 によっ

5)国 際 契約届 出制 度 及び その運 用状 況 に関 して は,村 上,煎 掲 書,弘 文 堂,1998年,

196～203頁,を 参照 の こ と。

6)し か し,こ う した届 出 制度 も我 が国 にお いて は,1992年 の規 制改正 に よって大 幅

にそ の届 出範 囲 を縮 減 し,つ いに は1997年 に全 面廃 止 され てい る。同上,207～208

頁。

7)例 えば,林 悼 史氏 は,「 技 術 の売 買 は現 実 に は公 開市場 での 自由な取 引 に基 づ い
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てライセンシーへの支配力を不当に強化 し(す なわち,特 許効力の濫用),そ

の結果 として 「知識の消散リスク」を実質的に回避 している可能性が非常に高

いことを意味する。なぜならば,表22で 明 らかにされた不公正取引の実態など,

まさに"氷 山の一角"で あ り,世界中ではこうした多国籍企業による制限条項 ・

実施慣行の戦略的運用は,む しろ日常的に行われていると考えられ得るからで

ある。

現実の多国籍企業は,MNE理 論の思い描いた単純な 「経済的生 き物jで は

ない。多国籍企業とは,熾 烈な生存競争 を生 き抜 くために,ま た自らに降 りか

かるリスクを回避するために,時 として違法行為 ・反社会的行為をも辞 さない。

その意味では,現 実の多国籍企業が外国市場参入方式 として特許戦略を選択 し

たとして も,実 際には 「知識の消散 リスク」 とは回避することが十分可能なリ

ス クとして位潭付 けられるのではないだろうか8)。そ して,そ れは"MNE理

論の否定する特許戦略"が 存在 しその実効性が極めて高い ということ,す なわ

ち"MNE理 論の限界"を 意味することへ とつながるのである。

第二項 国際特許出願戦略の実態とMNE理 論の限界

次 に,「知識の消散 リスク」 という観点か らは,も はや特許戦略 自体 を理解

し得ない,と する可能性を実証する事例 として,本 項では多国籍企業による 「国

際特許出願戦略」の実態を取 り上げることとしたい。

国際特許出願 とは,本 国以外の国で特許出願を行 うことであり,多 国籍企業

て成立 してい るので は ない」 と して,ラ イセ ンサー に よる不 当な制 限条項 ・実施

慣行 の ライセ ン シーへ の 強制 が現実 に存 在 して い るこ とを指摘 し,非 難 して い る。

林,前 掲稿,井 沢 ・桑 名 ・林 共 著,前 掲 書,税 務経 理 協会,1984年,99頁 。 また,

林氏 の 多国籍 企 業 に よる技 術 支配 に対す る批 判 的分析 は,林,前 掲書,森 山書 店,

1989年,に 体 系化 されて い る。

8)例 えば,こ の他 に も 「パ テ ン ト・プー ル(patentpool)」 と いっ た不 当 な技 術 支

配 手段 を,現 実 の多 国籍 企業 は多用 してい る とされ る。 「パ テ ン ト・プ ール」 の実

態 につ いて は,斎 藤,前 掲 稿,多 国籍 企業研 究 会編,前 掲 書,マ グロ ウ ヒル好 学

社,1977年,99～100頁,を 参 照の こと。
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はそ うした外国で取得 した特許権 を主に現地国企業にライセンシングすること

によって,ロ イヤルティを獲得 し得るとされる。つまり,こ うした国際特許出

願戦略 も,広 義のライセンシング活動に含まれる,と 考えることができるので

ある。そして,多 国籍企業によるこうした国際特許出願戦略の選択は,や は り

MNE理 論上では到底容認 され得ない選択肢であった。なぜ ならば,例 えば米

国多国籍企業が国際特許出願戦略を行 う場合,す なわち米国以外の外国諸国に

おいて特許出願 を行 う際には,必 ずその条件 として外国特許法が定める出願公

開制度を受け入れなければならないか らである(図2参 照)。 また,こ れは前

図2出 願から審査着手,登 録までの流れ(日 米欧比較)

圏 瓢 圏
出

壷
甲

18ケ 月

サーチレポート作成

出 公 丑

出願か ら7年以内(注1)

6ヶ 月 以 内(注2)

査請求

審査

ロ

睡
画 竈

(原注)注1:出 願 か ら審査 請求 までの期 間 は,7年 問 を上 限 と して 出願 人の 自由 な

選択 に委 ね られ てい る。 日本の場 合 は平均53月 。

注2:欧 州 の審 査請 求期 間 は,サ ーチ レポー ト公開 後6ヶ 月以 内。

注3:米 国で は,審 査 を経 て登 録 に なっ てか ら初 め て公 開 され る。

(出所)通 商 産業省 特許 庁編 『これか らは 日本 も知 的創造 時代』 通 商産 業調 査会 出版

部,1997年,132頁,に 筆 者加 筆。
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出のPCTを 利用 した場合でも同様であ り,PCTに よる国際出願 に際 しても

「国際公開制度」が適用され,「優先日(=特 許出願日)」か ら18ヶ月経過後に

国際公開が行われることになっている9)(図3参 照)。

つまり,米 国以外の諸外国での特許権取得 に際 しては,当 事国での発明内容

の開示が義務付け られるということである(PCTの 国際出願の場合は,指 定

国が米国の場合 も国際公開が行われる)。 そして,そ のことは米国多国籍企業

にとって,競 合他社が見守るなか,自 らの発明した 「知識」の内容 を公開する

ことを意味している。すなわち,MNE理 論の観点からすれば,こ うした行為

は,ま さに自らの手で 「知識の消散リスク」 を拡大 していることに他ならず,

図3PCTル ートによる国際特許出願

出 人

日本特許庁

国際 出願[日 本語]

米国とドイツを指定する

(20ケ 月 以内)(20ケ 月 以 内)

翻 訳 文 の提 出[独 語]翻 訳 文 の 提 出[英 語]

▼ ↓
〔霧㍊蕊繰 毒 1米国特許響

▼

　T

1ドイツで特許旙蹴1 米国で特許翻i醸

(出所)通 商 産業省 特許 庁企 画 ・社 団法 人発 明協 会 製作 『工業 所有 権標 準 テキ ス ト(特

許編)』1999年3月,163頁,に 筆者 加筆 修正 。

9)朝 日奈,前 掲 書,東 洋 法 規,1998年,67頁 。
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当然否定されることになる10)。

しかし,こ うした国際特許出願戦略は,現 実に各国の多国籍企業,す なわち

米国多国籍企業によっても積極的に展開されていることが確認 されている。例

えば表23は,各 国多国籍企業(米 国46社,欧 州39社,日 本8社,計93社)に よ

る国際特許出願戦略の実態についてまとめたものである11)。同表によると,

確かに各国の多国籍企業が出願公開制度による 「知識の消散 リスク」の発生に

も拘わらず,国 際特許出願戦略を行っている事実を確認することができる。 と

すれば,こ れ らの事実が意味することは,現 実の多国籍企業が 「知識の消散 リ

スク」 という観点から特許戦略 というものを評価 してはいない,と いうことに

他 ならない12)。

表23国 別 ・産業別に見た多国籍企業による国際特許出願の戦略内容とその割合

(単位:%)

国際特許出願の戦略内容 総計

国 別 産 業 別

米国 欧州 日本 医薬
その他
の化学

エレク

トロニ

クス

機械 自動車
資 源

ベース

生産拠点を有しているかそれを考

慮中である外国諸国への特許出願
27.8 29.3 27.0 22.7 25.6 30.1 22.2 24.3 41.2 29.2

ライセンス協定を締結している

か、今後希望している企業の所在

国への特許出願

26.4 24.3 27.9 22.7 15.4 20.5 33.3 29.7 23.5 37.5

輸出先国ないし、今後輸出を希望

する外国諸国への特許出願
27.5 27.9 26.2 31.8 30.8 30.1 27.8 32.4 23.5 16.7

競合企業の参入を阻止したい外国

諸国への特許出願
14.9 14.3 15.6 22.7 17.9 14.5 16.7 13.5 5.9 16.7

その他 3.4 4.3 3.3 0.0 10.3 4.8 0.0 0.0 5.9 0.0

(出 所)BertinandWyatt,(1988),op.cit.,pp.62-63.

10)こ の点 に関 しては,本 稿 第二 章 ・第四節 ・第二項 ・(3)を参 照 の こ と。

11)BertinandWyatt,(1988),op.cit.pp.58-64.林,前 掲 書,森 山書 店,1989年,87

～88頁 。

12)し か し,そ れ は決 して現 実の 多国籍 企業 が 「知識 の消 散 リス ク」 を軽視 してい た

こ とを意味 す る もの で はない 。例 え ば,前 出の林 氏 に よる と,現 実 の 多国籍 企業

は,出 願 され た新規 開発技 術 の 内容 を最大 限 に不 鮮 明化 す るこ とで,特 許取 得 上,

必 要最小 限の技術 内 容 しか提示 しない よ うな特 許戦 略 を行 っ てい るの だ とい う。

林,前 掲 稿,井 沢 ・桑名 ・林 共著,前 掲 書,税 務 経理 協 会,1984年,83頁 。 しか

しなが ら,こ う した技 術 内容 の不鮮 明化 とい った戦 略 は,逆 に審査 期 間の長 期化
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では,こ うした国際特許出願戦略を選択する目的が 「知識の消散 リスク」を

回避することではないとすれば,多 国籍企業が同戦略を選択する目的とは一体

如何なるものであろうか。同表では,各 国多国籍企業による国際特許出願戦略

の具体的な内容についても触れているのだが,そ こから理解される同戦略の目

的とは,や は り特許効力による現地市場での技術独占や競合他社への市場参入

阻止 といったものであった。 しか し,そ の内容 をさらに検討す ると,既 に

FDIに よって現地子会社を設立済みの外国諸国や既 に輸出を行 っている外国

諸国にも,多 国籍企業は国際特許出願を行い得ることが理解されるのである。

それは,現 実の多国籍企業にとって,FDIに よる内部化効力 とともに,特 許

権化による特許効力 もを結集 させなければ,グ ローバルな「専有可能性の確保」

の実現が極めて困難な作業であることを意味しているのではないだろうか。つ

まり,こ の場合,多 国籍企業は,出 願公開制度によって 「知識の消散リスク」

を回避 し得ない としても,敢 えて国際特許出願戦略を行 うことによる,グ ロー

バルな特許包囲網形成のメリットを重視 していると考 えられるのである13)。

その意味では,現 実の多国籍企業 とは,た とえ 「知識の消散 リスク」が発生

した としても,特 許戦略が 「自己の発展ないし収益の取得に最 も有利 と判断し

た とき14)」にはその選択 を選好 し得 る,と 言 うことがで きよう。そ して,そ

れは前項同様,"MNE理 論の否定す る特許戦略"が 存在 しその実効性が極め

や審 査そ の ものが 拒絶(却 下)さ れ る とい った危 険性 を孕 んで い るため,そ の実

効性 は必 ず しも高 い とは言 えず,そ の意 味 で は,や は りこ う した 国際特 許 出願戦

略 の選択 で は 「知 識 の消散 リス ク」 を回避 し得 ない,と 考 えるべ きであ ろ う。 こ

の点 に関 しては,今 後 の研 究 の課題 と した い。

13)し か し,医 薬 品 ・フ ァイ ンケ ミカ ル産業 な どの場合 は,「 膨 大 な額 の研 究 開発 費

を投 じて 開発 された 新規 技術 が 他社 に模 倣 され ない こ と」,す なわ ち 「知 識消 散

リス ク」 の完 全 な 回避 が技 術管 理戦 略上 の 「絶対 的前 提条 件」 となって い る傾 向

が 強い とされ る。 林悼 史稿 「競 争 の グローバ ル化 と技 術戦 略の 重要性 一技 術体 系

の パ ラ ダイ ム ・シ フ トと技 術 戦 略一 」野 口祐 ・林悼 史 ・夏 目啓 二編 著 『競 争 と協

調 の技 術 戦略一21世 紀 のIT戦 略』(叢 書現 代経 営学一10)ミ ネ ルヴ ァ書 房,1999

年,27～28頁,後 藤 晃稿 「イノベ ー シ ョンプ ロセス と特 許」 『特 許研 究』No.27,

1999年3月,9頁,参 照 。

14)五 月女正 三稿 「ライセ ンシ ング取 引 の実態 と価 値分析 」斎藤,前 掲 書,発 明協会,

1983年,181頁 。
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て高いとい うこと,す なわち"MNE理 論の限界"を 意味することへ とつなが

るのである。

第四節 特許戦略をめぐるMNE理 論の新展開

第一項 ポーターの 「技術戦略」理論と特許戦略

前節までの考察か ら,最 新特許技術 を非関連組織へ とライセ ンシングする特

許戦略が多国籍企業の技術管理戦略の一つとして実在 し,そ こか らMNE理 論

の主張と異な り,特 許権化の実効性が極めて高いということが確認 され得た。

そして,そ れは前節の考察の中でも,と くに国際特許出願戦略の実態考察か ら

明らかにされた。ここで明らかにされた事実 とは,現 実の多国籍企業が技術管

理戦略 としてFDIと ともに特許戦略 を重視 し,そ れ らを戦略的にミックスさ

せ ることで,グ ローバルな 「専有可能性の確保」 をより最適な形で実現すべ く

苦心している,と い うことであった15)。

しか し,こ うした現実にも拘わらず,多 国籍企業の技術管理戦略に関する唯

一の理論体系であるMNE理 論では
,本 項において繰 り返 し述べて きた通 り,

こうした特許戦略の存在及びその実効性 を否定 し続けて きた歴史を持 ってい

る。例えば,カ ソンは,ダ ニ ングを筆頭に多 くの内部化理論論者が,コ ース流

の内部化概念をライセンシング回避の理由としてのみ使用 して きた点 を指摘 し

ている16)。 この ようにMNE理 論上では,む しろ特許戦略 とは初 めか ら否定

されるべ き存在 として描かれてきた,と さえ言 うことができるのである。

ところが,1980年 代 に登場 したポーター(M.E.Porter)に よって,MNE

理論は全 く新たな展開を見せ始めるのである。すなわち,ポ ーターによって提

示 された新たなMNE理 論17)に おいては,一 転 して特許戦略の存在及びその

15)こ の 点 に 関 して は,林,前 掲 書,森 山 書 店,1989年,154頁,を 参 考 と し た 。

16)Casson,(1987),op.cit.,p.35.日 高,前 掲 論 文,第29巻 第2号,1987年9月,213頁 。

17)ポ ー ター 理 論 をMNE理 論 の 系 譜 上 に組 み 込 む こ と に 関 して は,異 論 も多 い で あ

ろ う。 しか し,ダ ニ ン グ&ラ グ マ ン は,ハ イ マ ー と ポ ー ター の 理 論 的 関 連 性 に
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実効性が容認され,理 論的にも積極的な評価が与え られてい るのである18)。

そ して,こ うした理論転換 の背景には,ポ ーターの 「技術戦略(Technology

Strategy)」 理論における,新 たな 「知識の消散 リスク」に対す る見解が存在

していたのである。

ポーターは,自 らの技術戦略に関する理論(以 下,ポ ーター理論 として表記)

において,「技術 リー ドの持続力 を決める最後の重要な要因」として,「技術の

拡散度」を新 たに主張する19)。つまり,ポ ーターは,開 発企業が技術 リー ド

を持続させるためには,そ の技術に対する拡散度を抑えることが重要である,

と述べているのである。 この場合,「 技術の拡散度」 とは,MNE理 論に登場

する 「知識の消散 リスク」 とほぼ同意語であると考えられる。とすれば,ポ ー

ターは,「知識の消散リスク」 を"回 避"す べき存在ではなく,"抑 制"す べき

存在 として認識 していた,と 考えることができるのである。つまり,ポ ーター

は,開 発企業がどのような対策を講 じようとも,技術拡散を阻止すること=「 知

識の消散 リスク」を回避することは不可能である,と 述べているのである。

こうした 「知識の消散 リスク」に対する新見解 によって,ポ ーター理論にお

ける特許戦略の位置付 けは,か つてのMNE理 論におけるそれとは大 きく変化

したものとなった。つ まり,ポ ーター理論においては,た とえ特許戦略が現実

に 「知識の消散 リスク」 を発生 させ るとしても,そ のこと自体を指 して同戦略

が否定されることはないのである。なぜならば,ポ ーター理論においては,企

業にとっての特許戦略の最大の関心事は,そ の行為自体が消散リスクを発生さ

せているかどうかではな く,最 終的に技術 リー ドを確保することにあると考え

られているか らである20)。

つ い て 指 摘 して い る。Dunning&Rugman,(1985),op.cit.,p.239.日 高,前 掲 論 文,

1993年2月,225～227頁 。

18)ME.Porter,(1985),CompetitiveAdvantage-CreatingandSustainingSmψeriorPer-

formance,TheFreePress,Chapter5.(土 岐 坤 ・中 辻 萬 治 ・小 野 寺 武 夫 訳 『競

争 優 位 の 戦 略 一 い か に 高 業 績 を持 続 させ る か 一 』 ダ イ ヤ モ ン ド社,1985年,第5

章),参 照 。

19)Ibid.,p.185.(邦 訳,230頁)。

20)例 え ば,ポ ー タ ー は,こ れ ま で の 「提 携(=ラ イ セ ン シ ン グ)」 に 関 す る先 行 研
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ポーターによると,一 般に企業の周囲は技術拡散を引き起こすメカニズムに

溢れてお り,業 界によって速度は異なるものの,こ うした技術拡散が恒常的に

発生 しているという。そして,ポ ーターの主張する技術拡散のメカニズム,す

なわち 「知識の消散 リスク」の発生要因は,次 のように分類 されるという21)(表

24参 照)。

表24リ ーダー企 業の 技術 が拡 散 す るメカ ニズ ム

・リーダーの製品や製法 を競争業者が直接観察す る。

・設備 その他の供給業者を通 じて技術が移転する。

・コンサ ルタン トや業界紙 のような業界有識者を通 じて技術が移転す る。

・新たな高品質の供給源を求 める買い手 を通 じて技術が移転す る。
・競争相手 に技術者が引 き抜 かれるか、 または技術者が独立す る。

・リーダー会社の研究者による学会発表 または論文。

(出 所)M。EPorter,(i985),CompetitiveAdvantage-CreatingandSustainingSmperiorPer一

ノ∂7〃zance,TheFreePress,p.185.(土 岐 坤 ・中 辻 萬 治 ・小 野 寺 武 夫 訳 『競 争 優 位 の

戦 略 一 い か に 高 業 績 を 持 続 さ せ る か 一 』 ダ イ ヤ モ ン ド社,1985年,230～231頁 。

究 が,「 企業 間契約 を作 成 し管 理 す る こ との 実務 上 または 契約 上 の困 難 さ に極 度

の 関心 を もって いた」 と し,「 提携 が 他 の もの との 関係 の ない 単独 の 選択 肢 と見

な され て い る」 点 を批 判 して い る。M.EPorter&Fuller,MB.,(1986>,"Coali-

tionandGlobalStrategy,"inM.E.Porter,(ed.),CompetitioninGlobalIndustries,

HarvardBusinessSchoolPress,p.316.(マ イケ ル ・E・ ポー ター&マ ■一一・・ク ・B・

フラー稿 「提 携 とグローバ ル戦 略」 土岐 坤 ・中辻 萬治 ・小 野寺 武夫訳 『グ ローバ

ル企業 の競争 戦略 』 ダ イヤモ ン ド社,1989年,291頁)。 つ ま り,ポ ー ター に よる

と,提 携 は 「企業 の グ ローバ ル戦略 との関係 にお い てのみ 理解 される もの」 であ

る とされ,ラ グマ ン流 の 「選択 問題」 で は捉 え切 れ ない存在 と して解 されて い る

の であ る。例 えば,鈴 木洋 太郎氏 も,「ライセ ンシ ングな どの企業提 携 は,互 い に,

企業 活動 の グ ローバ ル な配置 と調整 を達 成す るため の1手 段 で あ り,知 識消散 コ

ス トとい う側 面 だけ で は とらえ きれ ない」 とし,や は りラグマ ン らの内 部化 理論

にお ける ライセ ンシ ングの位置 付 け を批 判 して いる。 鈴木 洋太 郎稿 「現代 多 国籍

企業 と立 地 問題一 産業 立地 論 的考察一 」 『経営研 究 』(大 阪市 立 大学経 営研 究 会)

第42巻 第2号,1991年7月,55頁 。

21)そ もそ も,こ う した 問題 は 「技術 移 転論 」 の分 析対 象 で もあ る。 例 え ば,「 技 術

移転 論」 におい て も上 記 のポ ー ター同様 の分析 が 行 われて い る。前 出の 菰 田氏 に

よる と,「技 術 移 転 チ ャ ンネル」 と して,① 製 品 ・機械 の リバ ー ス ・エ ンジニ ア

リ ング,② 研 究者 ・技 術 者 の企 業 間 フ ロー,学 会 での コ ン タク ト,onthejob

training,③ 科 学 ・技 術専 門雑誌,特 許 情報,④ 特 許 の ライ セ ンス(設 計 図,仕

様書,マ ニュ アル等),⑤ ノウハ ウの ラ イセ ンス(設 計 図,仕 様書,マ ニュ アル等),
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繰 り返 しになるが,ポ ーター理論では,そ もそ も技術拡散を防ぐことは不可

能 とされている。とすれば,世 界市場を活躍の舞台 とする多国籍企業の場合,

国内企業よりも多 くの拡散要因(潜 在的競争者の存在等)に 囲まれているため,

その拡散圧力 も非常に大 きなものになると考えられる。

では,こ うした状況に対 して,多 国籍企業は一体 どのような対抗手段 を講ず

るべ きか。ポーターは,技 術拡散 を抑制(低 下)さ せる戦略手段 として,「機

密保持」 らとともに 「中心技術および周辺技術の特許権化」 を挙げているので

ある(表25参 照)。 すなわち,ポ ーターは,FDIに よる内部化 とともに特許

戦略を多国籍企業の技術管理戦略 として認識 していた,と いうことである。

「技術 リーダーとして成功 している会社は,拡 散度を抑えようと積極的に努

力 している。特許化できるものはできるだけ特許化するし,特 許侵害に対 して

はつねに対抗措置をとる。外部 との接触を,相 手が得意先でも,秘 密ノウハウ

がもれるおそれがあるとみなす。工場 はめったに見せないし,得 意先にもたい

せつな革新部分を説明しない。技術 リーダーは技術 を守るために,垂 直統合に

よって自社で製造装置を組み立てた り,改 良 した りする。 また,そ れらを外部

には絶対見せない。秘密主義だ という評判の企業の中に技術 リーダーが驚 くほ

ど多い。たとえば,デ ュポン,コ ダック,プ ロクター&ギ ャンブル,ミ シュラ

ンなどがそうである22)。」

表25技 術拡散を低下させる要因

・中心技術お よび周辺技術の特許権化

・機密保持

・製品や製造設備を社 内で開発す る。

・該当技術 を含む核心部分、または手がか りを与 えるような部分を垂直統合によ り取 り込 む。
・従業員を引 きとめる人事政策

(出 所)ibid.,p.186.(邦 訳,231頁)。

⑥ 部 品 ・原 材 料 調 達,製 品 販 売 等 に 付 随 す る 技 術 援 助,が 挙 げ ら れ る と し て い る 。

菰 田,前 掲 書,有 斐 閣,1987年,119頁 。 ま た は,菰 田,前 掲 書(上),山 口 大 学

経 済 学 会,1984年,77頁,も 参 照 の こ と。

22)Porter,(1985),op.cit.,p.186.(邦 訳,231頁)。 下 線 部 筆 者 加 筆 。
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このように,ポ ー ター理論においては,も はやFDIと 特許戦略は技術拡散

の低 下要 因として同 じ比重にある と言 える。 さらに,同 理論では,従 来の

MNE理 論 とは異なり,FDIよ りも特許戦略を選択 した方が 「戦略的に望まし

い」ケースについても明確な言及を行っている23)(表26参 照)。 そ して,そ の

内容は,か つてラグマ ンが指摘 したようなFDIの 代替策あるいはセカンド・

ベス トといった ものではなく,特 許戦略そのものの多様な実効性を認めたもの

とされている。つまり,こ の場合,特 許戦略の選択が"最 善の策"で あると位

置付 けられているということである。

表26ラ イセンシングが推奨される条件

・自分 の 力 で は技 術 を活 用 で きな い と き

・手 の 届 か な い市場 を 開拓 した い と き

・技 術 の標 準 化 を早 め たい と き

・業 界 構造 に魅 力 が な い と き

・良 い 競争 業 者 をつ くれ る と き

・QuidProQuo(=ク ロス ・ラ イセ ンス)

(出所)ibid.,pp.191-192.(邦訳,237～239頁、に筆者一部修正)。

このように,ポ ーター理論 は,多 国籍企業による特許戦略の存在及びその実

効性 を正当化 している。 しかし,ポ ーターは,決 して特許戦略の実効性を過大

評価 しているわけではない。なぜならば,ポ ーターは,「他社に対する技術供

与は,特 別な場合だけに認められる危険な行為 と見なして,慎 重に扱 うべ きで

ある」 として,か つてのMNE理 論同様,特 許戦略が構造的に内包する高いリ

スク性についても明確 に言及 し,同 時のその対処法についても詳 しい説明を行

っているからである。

「技術 は競争相手でない会社か良い競争業者だけに供与すべ きである。いま

競争 していなくても競争相手に早変 りする可能性があるから,契 約事項 によっ

てこのリスクを最小に抑えるか,あ るいは相手がその位置 にとどまることを確

認する必要がある。供与候補者が競争相手にならないことを確認するには,自

23)Ibid.,p.191.(邦 訳,237頁)。
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社の既存市場やセグメン トばかりでなく,将 来参入 したいと思う市場 も考慮に

入れる必要がある。 自社供給を目的とする買い手に技術 を供与することは,既

存あるいは潜在競争業者の市場を狭める意味で望ましい戦略である。競争業者

に技術を供与する場合は,良 い競争業者以外は絶対に避けるべ きである。政府

の規制で供与を義務づけられている場合 も同様である。競争相手でない会社に

供与する場合も,万 一相手が業界に参入 したとして も,友 好関係を維持で きる

相手を選ぶことが望ましい。同様に,で きることなら,相 手が競争相手になっ

たときのことを想定 して,永 久使用権を与えないような更改条項を設けるべ き

である24)。」

「企業は技術供与によって,競 争的地位を固めるどころか,か えって損なう

ことがある。技術供与には落 とし穴が二つある。一つは余分な競争業者を増や

すこと,も う一つは,わ ずかの技術料収入 と引替えに,自 社の競争優位 を売 り

渡すことである。技術供与は短期的利益を増加する早道であるが,自 社の競争

優位が損なわれるので,長 期的利益は侵食される。潜在競争業者 とは気づかず

に技術 を供与 して,あ とからひどい目に合うこともある。技術 を供与 した外国

企業が後で自国に参入 して くることもある。同様 に他業界の会社に技術を供与

したところ,あ とになって自社市場に参入 して例 もある。技術契約が失敗する

過程はきわめて微妙である。双方の利益 になる長期提携を想定して技術を供与

する。ところが技術導入者は,長 年の問に,技 術供与者の技術ばか りでな く,

他の価値行動など,で きるだけのことを学ぶ。技術導入者は,技 術供与者に十

分対抗で きると決心すると,手 強い競争相手に変わる。広 く技術 を導入 してい

るアジアの会社は,導 入技術 をよくこういうふうに使 う25)。」

つまり,ポ ーターは,決 して特許戦略だけが技術管理戦略 として,常 に最適

な選択肢であるとは考えていない,と いうことである。なぜならば,前 述の通

り,ポ ーター理論において技術拡散 とは,決 して回避されるものではなく,特

許戦略であろうとそれを完全に食い止めることは不可能であると考えられてい

24)Ibid.,p.193.(邦 訳,239頁)。

25)Ibid.,p.193.(邦 訳,239～240頁)。
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るからである。 しか し,現 実の多国籍企業は,「専有可能性 の確保」をより最

適に実現することを目指 し,FDIと ともに様々な特許戦略を多様 ・駆使 して

いるのである。なぜならば,技 術拡散が回避 され得ないとしても,そ うした拡

散の最小化=専 有の最大化を目指すことこそが,現 実の技術管理戦略の目的で

あるからである。そして,こ うした技術管理戦略の実態を反映 したポーター理

論に,つ まりFDIと 特許戦略を同列視する点に,我 々はMNE理 論における"新

展 開"を 見出 し得るのである。

(未完)


